
令和５年度人事行政の運営等の状況  
 
 

東松山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年東松

山市条例第１号）に基づき、人事行政運営等の状況について以下のとおり

公表します。  
 
 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 
  （１）職員の採用・退職の状況  

区 分  
令和５年４月１日 

現在職員数 

採   用 

（ R5.4.2 ～

R6.4.1） 

退   職 

（ R5.4.2 ～

R6.4.1） 

令和６年４月１日 

現在職員数 

一般行政職  ５７５人 ３３人 ２３人 ５８５人 

医療職  １９０人 ３９人 １９人 ２１０人 

技能労務職  ２４人 ０人 ５人 １９人 

計  ７８９人 ７２人 ４７人 ８１４人 

 
 
  （２）職位別任用状況（令和６年４月１日現在）  

級（職名） 男性 女性 計 

部長相当職 １５人 ３人 １８人

次長相当職 ２０人 ４人 ２４人

課長相当職 ５４人 １０人 ６４人

副課長相当職 ５８人 ２２人 ８０人

計 １４７人 ３９人 １８６人
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（３）部門別職員数の推移

令元 令2 令3 令4 令5 令6 令元 令2 令3 令4 令5

議　　会 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0

総　　務 143 146 142 142 146 149 3 ▲ 4 0 4 3

税　　務 35 35 37 37 36 37 0 2 0 ▲ 1 1

労　　働 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

農林水産 12 12 15 15 15 15 0 3 0 0 0

商　　工 7 7 5 6 6 6 0 ▲ 2 1 0 0

土　　木 81 80 76 78 77 75 ▲ 1 ▲ 4 2 ▲ 1 ▲ 2

小　　計 285 287 282 285 287 289 2 ▲ 5 3 2 2

民　　生 119 118 112 111 112 118 ▲ 1 ▲ 6 ▲ 1 1 6

衛　　生 47 47 53 52 51 52 0 6 ▲ 1 ▲ 1 1

小　　計 166 165 165 163 163 170 ▲ 1 0 ▲ 2 0 7

451 452 447 448 450 459 1 ▲ 5 1 2 9

64 66 65 66 69 68 2 ▲ 1 1 3 ▲ 1

0 0 0 0 0

515 518 512 514 519 527 3 ▲ 6 2 5 8

158 157 153 166 188 204 ▲ 1 ▲ 4 13 22 16

22 22 22 22 22 23 0 0 0 0 1

16 16 17 18 18 18 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0

41 41 38 39 42 42 0 ▲ 3 1 3 0

237 236 230 245 270 287 ▲ 1 ▲ 6 15 25 17

752 754 742 759 789 814 2 ▲ 12 17 30 25

職　　員　　数（人） 対前年増減数（人）

普
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会
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水　　道

下 水 道

交　　通

そ の 他

公営企業等会計部門計

部 門

区 分
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　　　現行の定員適正化計画は、令和３年度～令和７年度の計画策定が行われ、以下の

　　数値目標、進捗状況となっています。

●主な適正化手法

○定型的業務の外部委託化やＩＣＴ化、指定管理者制度の導入

○新たな行政課題や市民ニーズに的確に対応するため組織機構の改革を実施

○事務事業を継続的に見直し、事務改善を推進

○業務の性質に応じて暫定再任用職員及び任期付職員を採用し、定型的で

　補助的な業務には会計年度任用職員を活用

●数値目標

部 門 区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

一般行政・
教育委員会

計画職員数 508人 518人 528人 538人 548人

公営企業等会計 計画職員数 236人 236人 279人 298人 316人

計 計画職員数 744人 754人 807人 836人 864人

　令和5年度からの公営企業等会計の計画職員数を見直しています。

●進捗状況（参考）

部 門 区 分 令和５年度 令和６年度
令和５年度～
令和６年度
増減

計画職員数 528人 538人 10人

現職員数 519人 527人 8人

計画職員数 279人 298人 19人

現職員数 270人 287人 17人

計画職員数 807人 836人 29人

現職員数 789人 814人 25人

（４） 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

計

一般行政
・

教育委員会

公営企業等会計
(病院・水道等）

※令和5年3月に医療体制の充実を目的として策定された「市民病院経営強化プラン」により、
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２　職員の給与の状況

（令和６年４月１日現在）

（１）人件費の状況

○決算に占める人件費の割合（令和５年度普通会計決算）

（２）給与の状況

○職員の平均給料月額、平均年齢の状況

一般行政職 技能労務職

○初任給の状況

東松山市 国

○行政職給料表適用者の級別職員数

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

主事補 主事 主任 主査 副課長 課長 次長 部長

33 64 225 102 70 50 14 13 571

5.8% 11.2% 39.4% 17.9% 12.3% 8.7% 2.4% 2.3% 100.0%

90,862人

312,318円

一般職　職員給与等

給料

平均給料月額

人件費(A)

50億1,726万円

歳出額(B)

319,425円

323,823円

358億6,208万円

平均給料月額

初任給 採用２年経過後

202,400円 213,200円 196,200円

採用２年経過後

208,000円

初任給

住民一人当りの人件費

55,218円

期末・勤勉手当

18億9,179万円

人件費比率(A/B）

平均年齢

その他の職員手当

5億8,277万円

14.0%

住民基本台帳人口

一般行政職

大学卒

４２．１歳

共済組合等負担金

10億5,515万円

議員・委員・会計
年度任用職員・特

別職報酬等

6億5,779万円

平均年齢

8億2,976万円

区分

東松山市

県

国

４１．１歳 310,487円

４１．８歳

職員数(人)

構成比

５１．２歳288,144円

計

５２．２歳

322,835円 ５４．９歳

標準的な職務
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○退職手当の状況

東松山市 国

○期末・勤勉手当の状況

東松山市 国

○その他の主な手当の状況 （額は月額）

全体　　　　　　　　１７１人　　２１．０％

アパート等　　家賃額に応じて支給　限度額　２８，０００円

子　　  １０，０００円（１人当たり）

１.０２５月分

内容

支給率　１２％

２.０５月分

自己都合

令和６年４月の支給対象者及び割合

２.４５月分

期末手当

うち一般行政職　　　　　９人　　　５．３％

うち医療職　　　　　１４４人　　８４．２％

１.２２５月分

交通用具（自動車等）の利用　　

１.２２５月分

２.０５月分

３３．２７０７５月分

１.０２５月分

４７．７０９月分

４７．７０９月分

４７．７０９月分

１９．６６９５月分

４７．７０９月分３９．７５７５月分

勤勉手当

４７．７０９月分

２０年 ２４．５８６８７５月分

自己都合 勧奨・定年

２８．０３９５月分 ２８．０３９５月分２５年

１９．６６９５月分

勧奨・定年

３５年 ３９．７５７５月分

２４．５８６８７５月分

３３．２７０７５月分

距離に応じた額を支給（２，０００円～３１，６００円）

勤勉手当

１.２２５月分 １.０２５月分

１.０２５月分

通勤手当

区分

地域手当

住居手当

　原則として６月定期券相当額を支給（限度額　５５，０００円）

満１６歳～２２歳の子に対する加算　５，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１人当たり）

配偶者及び父母等ともに３，５００円（１人当たり）

うち技能労務職　　　　１８人　　１０．５％

交通機関（電車等）の利用　　

期末手当

４７．７０９月分

１.２２５月分

２.４５月分

扶養手当

６月期

最高限度額

父母等  　６，５００円（１人当たり）

※行政職給料表８級及び医療職給料表⑴４級以上の職員は、

配偶者　　６，５００円

特殊勤務手当

１２月期

計
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○特別職の報酬等の状況

副議長

689,000円 計   ４．５月分

６月期 ２．２５月分

区分

417,000円

期末手当

402,000円

１２月期 ２．２５月分

議員

市長 904,000円

計   ４．５月分

747,000円

教育長

議長

１２月期 ２．２５月分

６月期 ２．２５月分

報酬等月額

副市長

470,000円
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件及び休業に関する状況  

（令和６年４月１日現在）  
 

（１）勤務時間の概要  
職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分となっていま

す。通常月曜日から金曜日までの、それぞれ８時３０分から１７

時１５分までの勤務となります。そのうち１２時から１３時まで

は休憩時間となっています。  
なお、市民病院、保育園などは別の勤務時間体系をとっていま

す。  
 
 

（２）休暇制度の概要・種類等  
 

年次有給休暇：労働基準法第３９条の規定に基づいて与えられる有給に

よる休暇で、１年につき最高２０日が付与され、翌年に

最高２０日を繰り越すことができます。 

 

病 気 休 暇：負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対

し、医師の証明等に基づき、その治療に専念させる目的で

設けられた有給の休暇です。 

 

特 別 休 暇：特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である

場合に認められる有給の休暇です。 
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 ○特別休暇の種類 

項 目 日 数 
・選挙権その他公民として権利を行使する   

場合  
・裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、

裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出

頭する場合  
・出産 
  
  
・妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が母子保健法

に規定される保健指導、健康診査を受ける場合  
・妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある

と認める場合  
・生後 1 年に達しない子を育てる場合  
・生理日における勤務が著しく困難な場合 
 
・忌引  
 
・配偶者及び父母の祭日 
・感染症の予防による交通の制限等の場合 
・災害による住居の滅失等による復旧作業又は一

時的避難、生活に必要な食料等の確保の場合 
・結婚  
・不妊治療に係る通院等 
・妻の出産 
・男性の育児参加 
・小学校就学前の子を看護する場合 
・配偶者、父母、子等の介護をする場合 
・夏季 

・災害等により出勤することが著しく困難な場合 

・災害又は交通機関の事故において、通勤・退勤

途上における身体の危険を回避する場合 

・骨髄移植のドナーとなる場合 

・災害被災地、福祉施設でボランティアを行う場合 

必要と認められる期間  
 
必要と認められる期間  
 
 
出産予定日 6 週間（多胎妊娠の場合には

14 週間）前から産後 8 週間を経過するま

での期間  
1 回につき 1 日の範囲内で必要と認めら

れる時間  
1 日を通じて 1 時間を超えない範囲内で

必要と認められる時間  
 
1 日 2 回それぞれ 30 分間  
3 日の範囲内において必要と認められる

期間 
（例）父母（血族）7 日、子（血族）5

日、祖父母（血族）3 日  
1 日 
必要と認められる期間 
1 週間の範囲内で必要と認められる期間 
 
6 日の範囲内で必要と認められる期間  
5 日の範囲内の期間 
2 日の範囲内で必要と認められる期間  
5 日の範囲内の期間 
5 日の範囲内の期間 
5 日の範囲内の期間 
5 日の範囲内の期間 
必要と認められる期間 
必要と認められる期間 
 
必要と認められる期間 
5 日の範囲内で必要と認められる期間 
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     介 護 休 暇：配偶者、子、職員又は配偶者の父母等の親族で負傷、疾

病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むの

に支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相

当であると認められる場合における無給の休暇です。 

 

組 合 休 暇：職員団体等の業務又は活動に従事するために認められる

無給の休暇です。 
 

（３）年次有給休暇の取得状況  
   令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの年次有給休暇の平均

取得日数は１３．７日で令和４年（１１．５日）と比べて２．２日増加して

います。 
 

（４）育児休業等の取得状況  
   子が３歳未満の職員は「育児休業」を、また、子が小学生未満の職員は  

「部分休業」又は「育児短時間勤務」を取得することができます。部分休業

とは１日の勤務時間のうち２時間を限度に勤務しないことができる制度です。

育児短時間勤務とは常勤勤務のまま、職員の希望する日及び時間帯において

勤務することができる制度です。 

   なお、育児休業取得期間及び部分休業取得時間は給与の支給はありません。

育児短時間勤務中の給料月額は、フルタイム勤務時の給料月額に算出率（短縮

後の勤務時間／短縮前の勤務時間）を乗じたものになります。 

 
   令和６年４月１日現在の取得状況  

育児休業  部分休業  育児短時間勤務  

２３人  ２６人  ５人  
 

（５）時間外勤務の状況  
   令和５年度の職員１人当たりの月平均時間外勤務時間は１１．５時間と 

なっており、令和４年度（１２．５時間）に比べて１．０時間減少していま

す。 

 
４ 職員の分限及び懲戒処分の状況  
 

（１）分限処分の状況 

分限処分は、心身の故障等、法律又は条例に規定される一定の事由につ

いて公務能率の維持向上を目的として行われる不利益処分で、免職、降任、

休職及び降給があります。 
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令和５年度に分限処分を受けた者は３人です。 

「免職」・・・職員の身分を失わせる処分 

「降任」・・・職員を下位の職に任命する処分 

「休職」・・・職員の身分を保有させたまま職員を職務に従事させない処

分 

「降給」・・・職員の給料を現に受けている号給から同一の級の下位の号

給に格付けを変更する処分 

 

（２）懲戒処分の状況 

懲戒処分は、法令に違反した場合等、法律に規定される一定の事由につ

いて公務の規律と秩序を維持することを目的として行われる不利益処分で、

免職、停職、減給及び戒告があります。 

令和５年度に懲戒処分を受けた者はいません。 

「免職」・・・職員の身分を失わせる処分 

「停職」・・・職員の身分を保有させたまま職員を職務に従事させない

処分 

「減給」・・・一定期間だけ給料の一部の支給を停止する処分 

「戒告」・・・職員がその責任を確認し、その将来を戒める処分 

 
 
５ 職員の服務の状況  
 

（１）職員の守るべき義務の概要  
職員には、次のような地方公務員法に定める服務上の義務があります。 

法令及び上司の職務上の命令に従う義務（第３２条） 

信用失墜行為の禁止（第３３条） 

秘密を守る義務（第３４条） 

職務に専念する義務（第３５条） 

政治的行為の制限（第３６条） 

争議行為等の禁止（第３７条） 

営利企業等の従事制限（第３８条） 

 
（２）職務専念義務免除の状況  

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及

び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりませ

ん（地方公務員法第３５条）。 

ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例等により、厚生に関する

計画の実施に参加する場合等に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免

除されることがあります。 

令和５年度において承認したものは、研修の受講、厚生事業の一環として

人間ドック、健康診断再検査の受診などがあります。 
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（３）営利企業等従事の許可状況  
   職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼

ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事したりしてはならないと

されています（地方公務員法第３８条）。 

令和５年度の許可件数は９１件で、主なものは研修や講習会の講師となってい

ます。 

 
 
６ 職員の退職管理の状況  
  （令和６年４月１日現在）  
 
  令和５年度に退職した管理職職員による営利企業への再就職の届出

はありませんでした。  
 
 
７ 職員の研修及び人事評価の状況  
 

（１）研修の概要  
   職員研修は地方公務員法第３９条により義務付けられているもの

であり、人材育成基本方針を定め計画的に研修を実施しています。

主な研修は以下のとおりです。  
 

区 分  内 容  修了者  

一般研修  

主な研修  
新規採用職員研修  
管理者研修  
人事評価研修  
メンタルヘルス研修  
接遇研修  

延べ３５１人  

派遣研修  

主な派遣先  
市町村アカデミー  
彩の国さいたま人づくり広域連合  
日本経営協会  
全国建設研修センター  

延べ１２０人  

自主研修  通信教育受講修了者等補助  ９３人  

職場研修  職場内でのＯＪＴ研修  －  
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（２）職員の人事評価及び活用方法の概要等  
    能力評価及び業績評価による人事評価を実施し、勤勉手当への反

映や人事異動の参考資料等としています。  
 
８ 職員の福祉及び利益の保護の状況  
 
  （１）福利厚生制度の概要  
     職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公

務員等共済組合法によって具体的に定められています。 

      共済組合では、組合員である職員と被扶養者の病気、けが、出産、死亡、

休業又は災害に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職、

障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」、健

康教育、健康相談、健康診査、健康の保持増進事業、保養施設の運営等を

行う「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 

      また、職員の互助会を組織し、人間ドック等への助成を行っています。 

 
  （２）福利厚生制度に係る市の負担状況  
     共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者で

ある市の負担金によって賄われています。市の負担金の率は法定されていま

す。 

      なお、職員の互助会に対しての支出はありません。 

 

  （３）公務災害の発生状況  
     公務災害補償制度は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた

場合に、その災害によって生じた損害の補てんと被災職員の社会復帰の促進

及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としていま

す。 

      具体的には、地方公務員法第４５条に基づき定められた地方公務員災害

補償法により規定されています。令和５年度に公務災害又は通勤災害と認

定された件数は１６件で、令和４年度（２件）に比べ１４件増加していま

す。 
 
９ 公平委員会の業務の状況  
 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況  
①令和５年度中に処理したもの  
②係属中のもの  

    令和５年度における該当はありませんでした。  
 

（２）不利益処分に関する審査請求の状況  
令和５年度における該当はありませんでした。  
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